
平成22年（2010）11月1日発行（第136号） （４）

大
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会
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後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て

高
齢
者
世
帯
等
へ
の
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置
に
つ
い
て

公
契
約
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
　
　

先
般
、
国
の
検
討
会
が
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

替
わ
る
新
し
い
医
療
制
度
の
中
間
取
り
ま
と
め
案
を
発
表

し
た
が
、
こ
の
新
制
度
の
内
容
は
。
ま
た
、
こ
の
中
間
取

り
ま
と
め
案
に
つ
い
て
の
市
長
の
見
解
は
。

　
　  

…
市
長

　

中
間
と
り
ま
と
め
案
の
内
容
を
概
観
し
た
と
こ
ろ
、
現

役
世
代
と
高
齢
者
の
負
担
の
公
平
性
確
保
な
ど
所
要
の
改

善
や
、
国
民
健
康
保
険
の
都
道
府
県
単
位
化
へ
の
展
望
を

示
し
て
い
る
点
な
ど
、
一
定
の
評
価
が
で
き
る
部
分
が
あ

り
ま
す
。

　

一
方
、
公
費
負
担
や
保
険
者
間
の
財
政
調
整
の
あ
り

方
、
都
道
府
県
単
位
と
す
る
被
保
険
者
の
範
囲
や
運
営
主

体
の
担
い
手
な
ど
、
検
討
課
題
と
さ
れ
て
い
る
部
分
も
多

く
残
さ
れ
て
お
り
、
見
直
し
案
の
是
非
に
つ
い
て
は
、
今

後
の
議
論
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
ま

す
。

　
　  

…
市
民
部
長

　

中
間
取
り
ま
と
め
案
で
は
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
さ
れ
て
い
る
方
に
つ
い
て
、
平
成
25
年
４
月
よ
り
、

若
い
世
代
の
方
と
同
様
に
、
国
民
健
康
保
険
又
は
健
康
保

険
組
合
な
ど
の
被
用
者
保
険
に
加
入
す
る
こ
と
と
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

一
方
、
財
政
運
営
に
つ
い
て
は
、
75
歳
も
し
く
は
65
歳

以
上
の
高
齢
者
医
療
の
財
政
運
営
を
都
道
府
県
単
位
で
行

い
、
75
歳
も
し
く
は
65
歳
未
満
の
被
保
険
者
に
係
る
財
政

運
営
を
市
町
村
単
位
で
行
う
方
針
が
示
さ
れ
て
お
り
、
当

面
、
国
民
健
康
保
険
の
中
に
、
都
道
府
県
単
位
と
市
町
村

単
位
の
財
政
運
営
が
併
存
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
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住
宅
用
火
災
警
報
器
に
つ
い
て
は
、
来
年
の
５
月

末
ま
で
の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な

中
、
高
松
市
で
は
65
歳
以
上
の
独
居
世
帯
を
対
象
に
、
無

償
設
置
を
開
始
し
た
と
の
報
道
が
あ
っ
た
。

　
本
市
の
状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
本
市

で
も
、
高
齢
者
世
帯
等
に
無
償
で
設
置
し
て
は
ど
う
か
。

　
　  

…
市
民
部
長

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
に
つ
い
て
は
、
新
築
住
宅
は
平
成

18
年
６
月
１
日
か
ら
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
、
既
存
住
宅

に
つ
い
て
は
、
５
年
間
の
猶
予
期
間
を
経
て
、
平
成
23
年

５
月
31
日
ま
で
の
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

本
市
に
お
い
て
は
、
市
内
居
住
の
一
人
暮
ら
し
の
高
齢

者
及
び
高
齢
者
夫
婦
世
帯
等
を
対
象
に
、
１
世
帯
に
つ
き

１
５
０
０
円
を
限
度
と
し
て
助
成
し
て
い
ま
す
。

他
市
の
よ
う
に
無
償
設
置
を
し
て
は
ど
う
か
、
と
の
ご
提

案
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
に
設
置
し
た
方
と
の
不
公
平
感
を

考
え
る
と
、
実
施
は
難
し
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

い
ず
れ
に
い
た
し
ま
し
て
も
、
平
成
23
年
５
月
31
日
ま

で
残
す
と
こ
ろ
９
カ
月
を
切
っ
た
こ
と
か
ら
、
広
報
誌
へ

の
掲
載
や
老
人
大
学
で
の
講
演
な
ど
、
積
極
的
な
普
及
啓

発
活
動
に
努
め
る
と
と
も
に
、
自
治
会
で
の
共
同
購
入
に

つ
い
て
も
支
援
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

質
問

答
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昨
年
の
９
月
29
日
に
、
千
葉
県
野
田
市
で
全
国
初

の
公
契
約
条
例
が
制
定
さ
れ
た
。
内
容
と
し
て
は

①
国
が
定
め
た
基
準
を
上
回
る
最
低
賃
金
額
の
基
準
を
明

　
示

②
元
請
け
企
業
か
ら
下
請
け
業
者
・
派
遣
業
者
等
に
至
る

　
ま
で
、
す
べ
て
に
連
帯
責
任
を
課
し
、
支
払
い
義
務
を

　
明
記

③
違
反
し
た
者
に
対
す
る
罰
則
（
公
契
約
の
解
除
、
損
害

　
賠
償
等
）
を
規
定

な
ど
で
あ
る
。

　
本
市
で
も
、
入
札
制
度
改
革
の
一
環
と
し
て
公
契
約
条

例
を
制
定
し
、
公
共
事
業
の
推
進
と
地
域
産
業
や
経
済
の

振
興
を
図
る
べ
き
で
あ
る
と
思
う
が
、
市
の
考
え
は
。

　
　  

…
副
市
長

　

労
働
条
件
や
賃
金
等
に
つ
い
て
は
、
労
働
基
準
法
や
最

低
賃
金
法
な
ど
の
労
働
関
係
諸
法
令
に
よ
り
、
ま
ず
は
国

が
対
応
す
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

本
市
と
し
て
は
、
今
後
と
も
、
適
正
な
労
働
条
件
の
確

保
の
観
点
か
ら
、
契
約
の
相
手
方
に
労
働
関
係
の
法
令
順

守
の
徹
底
を
図
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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弁


